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　心臓突然死とは、心臓の収縮運動に異常が生じ、脳を含む全身に血液を送りだす
ことができず、死に至ってしまう病気です。
　心臓突然死を減らすためには、その場に居合わせた人が救急車が来るまでの間、
心肺蘇生法およびＡＥＤによる電気ショックを実施する必要があります。この特集
のお問い合わせは、警防課 459-7804へ。

ＡＥＤの操作方法
　突然倒れた人や反応が
ない人を発見したらすぐ
に１１９番通報し、普段
通りの呼吸をしていない
時は、心肺蘇生法を実施
します。その後、ＡＥＤを活用します。
①電源を入れる　ＡＥＤにはいろいろな種類が
あり、操作者が自ら電源を入れるタイプや蓋を
開けると自動で電源が入るタイプがあります。
②電極パッドを胸に貼る　電極パッドを保護シ
ートからはがし、イラストに記載されていると
おり、胸に貼ります。
③心電図の解析　電極パッドを胸に貼ると自動
で心電図を解析するため、傷病者から離れます。
④ショックボタンを押す　電気ショックが必要
な時は「ショックが必要です」などの音声メッ
セージが流れるため、誰も傷病者に触れていな
いことを確認し、ショックボタ
ンを押します。電気ショック後
は直ちに心肺蘇生法を継続しま
す。

■電気ショックの必要がなかった場合
　電極パッドを貼り電気ショックの必要がなか
った場合は「ショックは不要です」などの音声
メッセージが流れるため、電極パッドをはがさ
ず、直ちに心肺蘇生法を実施します。ＡＥＤは
２分ごとに心電図を解析しますので、ＡＥＤの
音声メッセージに従ってください。
■電極パッドを貼る際の注意点
①傷病者の胸が濡れている場合　胸が濡れてい
るときは、タオルなどで水分を拭き取ってから、
貼ります。
②胸に貼り薬がある場合　貼り薬をはがして、
肌に残った薬剤を拭き取ってから貼ります。
③医療機器が胸に植込まれている場合　機器
（皮膚が盛り上がり、下に固いものが触れる）
を避けて貼ります。
④下着が邪魔をする場合　下着をずらして貼り
ます。その際、できる限り人目にさらさないよ
う配慮しましょう。

未就学児に対するＡＥＤ
　未就学児用の電極パッドが入っている場合は、
それを使用します。ＡＥＤ本体に未就学児用モ

ードに切り替えるスイッチが付いている場合は、
未就学児用モードに切り替えます。未就学児用
の電極パッドがなく、また、未就学児用モード
に切り替えることができない場合は、小学生～
大人用電極パッドを使用します。その際、電極
パッド同士が接触しないようにします。

オートショックＡＥＤ
　電気ショックが必要と解析した場合に、ショ
ックボタンを押さなくても自動的に電気ショッ
クが行われる機種です。傷病者から離れるよう
に音声メッセージが流れ、カウントダウンまた
はブザーの後に自動的に電気が流れます。この
場合も音声メッセージなどに従って傷病者から
離れる必要があります。

救命講習会を受けてみませんか
　本市消防本部では、心肺蘇生法およびＡＥＤ
の操作方法に関する救命講習会を定期的に実施
しています。いざとい
う時のために受講をお
願いします。詳しくは、
右のコードから。

いざという時のためにＡＥＤの操作方法を身に付けましょういざという時のためにＡＥＤの操作方法を身に付けましょう
～一人でも多くの心臓突然死を減らすために～～一人でも多くの心臓突然死を減らすために～

救急車が到着するまでの
平均時間は10分（令和５年）
　心臓突然死となる原因の多くは「心室細動」
と呼ばれる重篤な不整脈です。心臓が正常な
動きをすると全身に血液を送り出し、話した
り身体を動かしたりすることができますが、
心室細動を発症すると、心臓は震えている状
態となり、全身に血液を送り出すことができ
ず、数秒で意識がなくなり、数分で脳をはじ
めとした全身の細胞が死んでしまいます。
　心臓の震えを取り除くことができる唯一の
方法がＡＥＤによる電気ショックです。電気

ショックが１分遅れるごとに救命率が約10％
ずつ低下するため、１秒でも早くその場に居
合わせた人が心肺蘇生法およびＡＥＤによる
電気ショックを実施することが救命率の向上
に繫がります。

Ｌｉｖｅ１１９映像通報システム
　スマートフォンを活用して通常の１１９番通
報に映像を加えることで、より正確な情報をリ
アルタイムに伝えることができるサービスです。
　１１９番通報の際、消防指令員が現場の様
子を映像で確認したい時、Ｌｉｖｅ１１９を
利用した映像伝送のご協力をお願いすること

があります。なお、映像通信にかかる通信料金
は通報者側にかかりますので、ご理解とご協
力をお願いします（通信料金は、ご契約の通
信会社やプランによって異なりま
す）。操作方法などの詳細は右の
コードから。

　ＡＥＤは市内の小・中学校
や公共施設などに設置されて
います。設置場所は右のコー
ドから。

市内のＡＥＤ設置場所はこちらから

▲救命講習会 ▲ 心肺蘇生法
（デモ）
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